
様式第４号（第１５条関係） 

令和５年度第２回美里町地域公共交通会議 会議録 

 

１ 附属機関等の会議の名称 令和５年度第２回美里町地域公共交通会議 

 

２ 開催日時  令和６年２月１５日（木） 午前１０時から午前１０時３５分まで 

 

３ 開催場所  美里町中央コミュニティセンター 大ホール 

 

４ 会議に出席した者  

（１） 委員  別紙のとおり 

（２） 事務局 まちづくり推進課 課長 齋藤 寿、生涯学習係長 小林 晃太郎、 

主事 佐藤知也 

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  公開 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の人数  １人 

 

８ 会議資料  別添のとおり 

 

９ 会議の概要 

（１） 議題 

１）美里町住民バス・デマンドタクシー運行に関するアンケートの集計結果について 

２）美里町住民バスのダイヤ改正について 

３）その他 

 （２）詳細な意見 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別 紙 

 

齋藤課長  只今から、令和５年度第２回美里町地域公共交通会議を開催いたしま

す。 

それでは、開会にあたり、美里町地域公共交通会議・委員長でありま

す、美里町長 相澤 清一より御挨拶申し上げます。 

相澤委員長  開会の挨拶 

齋藤課長 美里町地域公共交通会議設置要綱第５条第３項に基づき、委員長が議

長となりますので、相澤委員長に議長に就任頂き、議事の進行をお願い

します。 

相澤委員長 

 

 議事（１）美里町住民バス・デマンドタクシー運行に関するアンケー

トの集計結果について、事務局から説明いたします。 

小林係長 （美里町住民バス・デマンドタクシー運行に関するアンケートの集計結

果について説明） 

相澤委員長 美里町住民バス・デマンドタクシー運行に関するアンケート集計結果

について説明いたしましたが、御質問等ございますか。 

相澤委員長  特に御質問等はないようですので、続きまして議事（２）美里町住民

バスのダイヤ改正について、事務局から説明いたします。 

小林係長 （美里町住民バスのダイヤ改正について説明） 

相澤委員長  美里町住民バスのダイヤ改正について説明いたしましたが、御質問等

ございますか。 

相澤委員長  特に御質問等はないようですので、続きまして、議事（３）その他と

いたしまして、事務局より説明いたします。 

小林係長 （運転免許証自主返納支援事業申請、回数券（返納）利用状況等及び今

後のスケジュール及び検討事項への対応状況について説明） 

相澤委員長 只今の説明について、御質問等ございますか。 

中鉢委員  大崎市としても、大崎市と美里町がつながる鶴ケ埣地域が交通空白地

域となっており、その解消に向けて現地調査を行っておりますが、停留

所の確保が難しい状況であります。今後も引き続き調査を実施していく

予定です。また、クローズドドアの解消についても引き続き宮城交通様

にご要望し、前向きな回答をいただけるように頑張っていきたいと思い

ます。 

相澤委員長  今後、大崎市と連携しながら情報共有を図ってまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

その他に御質問はございますか。 

植松委員 少子高齢化に伴い、持続可能な公共交通にする必要がありますが、貴

町で運行している住民バスとデマンドタクシーの収支率はそれぞれど

れくらいでしょうか。 

小林係長  それぞれ約１割未満となっております。 



植松委員  わかりました。 

次に地域公共交通計画の策定状況についてですが、県内では１５、１

６市町村は策定していますが、貴町はまだ策定していない状況となって

おります。公共交通計画は公共交通のマスタープランとなり、国として

もさまざまな補助メニューがありますので、策定の御検討をお願いでき

ればと思います。 

相澤委員長  今後のことを考えれば公共交通計画の策定について、検討を進めてま

いりたいと思います。 

その他に御質問はございますか。 

徳永副委員長  運転免許証自主返納支援事業について、過去と比べてどのように推移

していますか。また、当該事業の広報について、例えば時刻表に掲載し、

周知するなど行ってみてはいかがでしょうか。 

小林係長  運転免許証自主返納支援事業の申請者数に関しては、令和５年度が４

１件に対して令和４年度が５３件となっており、住民バスの利用者は、

令和５年度が１，４５７人に対して令和４年度が１，９７８人となって

おります。デマンドタクシーの利用者は、令和５年度が５１人に対して

令和４年度は１１９人となっております。 

次に時刻表への掲載については、調整を行いながら進めてまいりたい

と考えております。また、町広報紙でも引き続き周知を行ってまいりま

す。 

相澤委員長 その他に御質問はございますか。 

その他意見がないようですので、以上で本日の議事を終了します。 

齋藤課長 ありがとうございました。閉会に当たり、徳永副委員長より御案内申

し上げます。 

徳永副委員長 閉会の挨拶 

齋藤課長 以上を持ちまして、令和５年度第２回美里町地域公共交通会議を閉会い

たします。 

  

  



美里町地域公共交通会議委員名簿 

任期：令和５年８月２４日から令和７年８月２３日まで 

（敬称略） 

NO

． 
該当号 区 分 所 属 役 職 氏 名 備 考 

1 － 市町村長 美里町 町長 相 澤 清 一  

2 第 1号 
一般乗合旅客自動車

運送事業者 
株式会社ミヤコーバス 北部地区支配人 伊 藤 真 仁  

3 第 1号 
一般乗合旅客自動車
運送事業者 

新栄観光バス株式会社 本社営業所長 佐 藤 義 彦  

4 第 1号 
一般乗合旅客自動車
運送事業者 

有限会社南郷タクシー 代表取締役 佐々木 清 貴  

5 第 2号 鉄道事業者 
東日本旅客鉄道株式会社 

小牛田駅長 
駅長 渡  邉  和  利  

6 第 3号 
町民又は利用者の代
表 

美里町行政区長会 会長 加  藤  芳  郎  

7 第 3号 
町民又は利用者の代
表 

美里町行政区長会 副会長 髙  嶋 秀  治  

8 第 4号 
国土交通省東北運輸

局宮城運輸支局 

国土交通省東北運輸局宮

城運輸支局 

首席運輸企画専門官

（輸送・監査担当） 
植  松 晋  一  

9 第 5号 
一般旅客自動車運送
事業者の団体 

一般社団法人宮城県タク
シー協会大崎支部 

理事 加  藤 新 一  

10 第 6号 道路管理者（国） 

国土交通省東北地方整備
局仙台河川国道事務所 

古川国道維持主張所 

所長 山  田 幸  夫  

11 第 6号 道路管理者（県） 

 

宮城県北部土木事務所 

 

次長 千  坂  さつき  

12 第 6号 道路管理者（市） 大崎市建設部建設課 建設課長 遠  藤 典  夫  

13 第 6号 道路管理者（町） 美里町建設課 課長 遠  山     薫  

14 第 7号 宮城県警察 宮城県古川警察署交通課 課長 佐々木  洋 介  

15 第 7号 宮城県警察 宮城県遠田警察署交通課 課長 高  橋 剛  士  

16 第 8号 宮城県企画部 
宮城県企画部地域交通政
策課 

主事 清  久  博  成  

17 第 9号 関係市町 
大崎市市民協働推進部 

まちづくり推進課 
課長 中  鉢    豊  

18 第 10号 学識経験者 公立大学法人宮城大学 教授 徳  永  幸  之  

19 第 11号 
町長が必要と認める
者 

美里町社会福祉協議会 会長 黒 沼 篤 司  

20 第 11号 
町長が必要と認める
者 

美里町教育委員会 事務局長 佐  藤  功太郎  

 

 


